
�愛媛県告示第３６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人
佐々木整形外科クリニック

喜多郡五十崎町大字古田甲
１４０８－１ 佐々木整形外科クリニック 喜多郡五十崎町大字古田甲

１４０８－１ 平成１４．１．１

二 神 理 江 宇和島市中央町一丁目４番
１０号 二神歯科クリニック 宇和島市中央町一丁目４番

１０号 平成１３．１２．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

佐々木 徹 喜多郡五十崎町大字古田甲
１４０８－１ 佐々木整形外科クリニック 喜多郡五十崎町大字古田甲

１４０８－１ 平成１４．１．１

二 宮 孝 順 西宇和郡保内町川之石２－
６ 二宮医院 西宇和郡保内町川之石２－

６ 平成１４．１．１
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��������������

愛 媛 県 報

２０９



�������
�愛媛県告示第３６５号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３６６号
次の診療所は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省

令第８号）第１条第１項の規定による救急診療所である。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・阿蔵

地区）の施行を平成１４年２月１３日認可した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

二 神 昌 幸 宇和島市中央町一丁目４番
１０号 二神歯科医院 宇和島市中央町一丁目４番

１０号 平成１３．９．２６

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

野本記念病院 松山市三番町五丁目１２
番地１

医療法人財団
仁 清 会

平成１７年
１月３１日
まで

松山市民病院 松山市大手町二丁目６
番地５

財団法人
永 頼 会

松山赤十字病院 松山市文京町１番地 日本赤十字社
愛 媛 県 支 部

愛媛県立中央病
院 松山市春日町８３番地 愛 媛 県

南 松 山 病 院 松山市朝生田町一丁目
３番１０号

医療法人
仁 友 会

医療法人社団大
寿会大野病院

松山市天山一丁目１２－
５

医療法人社団
大 寿 会

梶 浦 病 院 松山市三番町四丁目８
－１ 梶 浦 孝 允

愛媛生協病院 松山市来住町１０９１－１ 愛媛医療生活協
同組合

白 石 病 院 今治市松本町一丁目５
番地９

医療法人
慈 風 会

医療法人聖ルカ
会木原病院

今治市別宮町三丁目７
の８

医療法人
聖 ル カ 会

水島外科病院 今治市北日吉町一丁目
７番４３号 水 島 正 俊

三 木 病 院 今治市泉川町一丁目３
番４５号

医療法人
天 楽 会

医療法人真泉会
第一病院

今治市宮下町一丁目１
番２１号

医療法人
真 泉 会

愛媛県立今治病
院

今治市石井町四丁目５
番５号 愛 媛 県

社会福祉法人恩
賜財団済生会今
治病院

今治市喜田村七丁目１
番６号

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会

今治セントラル
病院

今治市松本町二丁目６
番地６

医療法人
杏 風 会

財団法人積善会
附属十全総合病
院

新居浜市北新町１番５
号

財団法人
積 善 会

住友別子病院 新居浜市王子町３番１
号

住友金属鉱山株
式会社別子事業
所

愛媛県立新居浜
病院

新居浜市本郷三丁目１
番１号 愛 媛 県

愛媛労災病院 新居浜市南小松原町１３
－２７ 労働福祉事業団

済生会西条病院 西条市朔日市字榎ヶ坪
２６９－１

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会

医療法人同心会
西条中央病院 西条市朔日市８０４番地 医療法人

同 心 会

大洲中央病院 大洲市東大洲５番地 医療法人
北 斗 会

喜多医師会病院 大洲市徳森字小鳥越２６
３２－３

社団法人
喜 多 医 師 会

医療法人綮愛会
石 川 病 院

川之江市上分町７３２番
地１

医療法人
綮 愛 会

公立周桑病院 東予市壬生川１３１番地 周桑病院企業団

横 山 病 院 周桑郡小松町大字新屋
敷甲２８６

医療法人
倬 清 会

国民健康保険久
万町立病院

上浮穴郡久万町大字久
万町６５ 久 万 町

松山城東病院 松山市松末二丁目１９番
３６号

医療法人社団
慈 生 会

平成１７年
２月１１日
まで

大洲記念病院 大洲市徳森１５１２番地 医療法人
恕 風 会

平成１７年
１月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

勝 呂 外 科 松山市二番町四丁目２
－８

医療法人社団
勝 呂 外 科

平成１７年
１月３１日
まで

愛 媛 県 報平成１４年２月２２日 第１３３３号

２１０



�愛媛県告示第３６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（区画整理）・折尾地区

）の施行を平成１４年２月１３日認可した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、玉川町から協議のあった町営土地改良事業（ほ

場整備事業・玉川（中村）地区）の施行に平成１４年２月６日

同意した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、玉川町から協議のあった町営土地改良事業（ほ

場整備事業・玉川（原田）地区）の施行に平成１４年２月６日

同意した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、上浦町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・佛ノ尾地区）の施

行に平成１４年２月６日同意した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、津島町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・洗場地区）の施行

に平成１４年２月１３日同意した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、津島町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・堂ケ市地区）の施

行に平成１４年２月１３日同意した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、津島町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・久保津地区）の施

行に平成１４年２月１３日同意した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、日吉村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・下鍵山地区）の施

行に平成１４年２月６日同意した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３７６号
広見町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・永野市舟木地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規

定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 広見町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（か

んがい排水）・永野市舟木地区）計画書の写し

� 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写

し

２ 縦覧期間

平成１４年２月２５日から３月２５日まで

３ 縦覧場所

広見町役場

�������
�愛媛県告示第３７７号
広見町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・永野市地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 広見町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（か

んがい排水）・永野市地区）計画書の写し

� 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写

し

２ 縦覧期間

平成１４年２月２５日から３月２５日まで

３ 縦覧場所

広見町役場

�������
�愛媛県告示第３７８号
広見町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・下大野地区）の施行は、適当

愛 媛 県 報平成１４年２月２２日 第１３３３号
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と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 広見町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（か

んがい排水）・下大野地区）計画書の写し

� 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写

し

２ 縦覧期間

平成１４年２月２５日から３月２５日まで

３ 縦覧場所

広見町役場

�������
�愛媛県告示第３７９号
広見町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・芝地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のと

おり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 広見町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農

道）・芝地区）計画書の写し

� 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写

し

２ 縦覧期間

平成１４年２月２５日から３月２５日まで

３ 縦覧場所

広見町役場

�������
�愛媛県告示第３８０号
玉川町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・長谷四部落地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規

定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 玉川町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（か

んがい排水）・長谷四部落地区）計画書の写し

� 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写

し

２ 縦覧期間

平成１４年２月２５日から３月２５日まで

３ 縦覧場所

玉川町役場

�愛媛県告示第３８１号
玉川町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・与和木柿ノ窪地区）の施行は

、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 玉川町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（か

んがい排水）・与和木柿ノ窪地区）計画書の写し

� 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写

し

２ 縦覧期間

平成１４年２月２５日から３月２５日まで

３ 縦覧場所

玉川町役場

�������
�愛媛県告示第３８２号
平成１４年２月１２日玉川町営中山間地域総合整備事業玉川（

原田）地区の換地計画に基づく換地処分があったので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用す

る同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３８３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３８４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

南宇和郡西海町外泊４２（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西海町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

担い手育成基盤整備事業 一本松地区 平成１３年３月２６日
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�愛媛県告示第３８５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

南宇和郡西海町外泊４２（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西海町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第３８６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１２）第５２１４号 平成１２年
５月１２日 丸正工務店 正 靖 川之江市川之江町１２４８ 平成１３年１０月２２日 建築工事業 事業主の引退

（般－１３）第１３３７５号 平成１３年
４月２２日 �フロンティア 石川 稔夫 川之江市金生町下分７４

８－１
平成１３年
１１月８日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－９）第２４１８号 平成９年
１２月２０日 宇摩建設� 脇 通子 川之江市金田町金川丁

５３１
平成１３年
１１月９日

土木工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１２）第１２０９３号 平成１２年
１０月２１日 �藤井電設 藤井 一正 伊予三島市寒川町３４０２ 平成１３年１２月７日 電気工事業 建設業の廃止

（般－８）第６４４０号 平成８年
１０月１８日 富士興業� 梶谷 宰平 新居浜市磯浦町１３－２ 平成１３年

１０月３日

大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業
鋼構造物工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－８）第８１３５号 平成９年
２月２６日 �教材園 服藤鹿世子 新居浜市坂井町１－８

－４
平成１３年
１０月１９日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１２）第７０９４号 平成１２年
４月１４日 大西建設 大西 頼行 新居浜市船木甲４２８７－

６
平成１３年
１１月５日 大工工事業 事業主の引退

（般－１２）第３２５０号 平成１２年
６月７日 三宅組 三宅 福馬 新居浜市中村松木２－

６－１４
平成１３年
１１月２１日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１０８４５号 平成１２年
５月３１日 工藤建設 工藤 勤 周桑郡丹原町大字田滝

甲５２
平成１３年
１０月１１日 大工工事業 建設業の廃止

（般－８）第９２７２号 平成８年
１１月１４日 �サンワ 村上 良治 越智郡伯方町大字木浦

甲３４５８－５
平成１３年
１０月４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５６７３号 平成１２年
１０月１８日 九王造園 渡部 秋則 越智郡大西町大字九王

甲１５９５
平成１３年
１１月１日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１１）第９７５５号 平成１２年
３月４日 長井電設 長井 敏夫 今治市南高下町３－５

－２７
平成１３年
１２月４日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１４２２８号 平成１１年
４月１６日 �新和建設興業 橋田 修 今治市南鳥生町２－２

－３２
平成１３年
１２月６日 建築工事業 建設業の廃止

（特－８）第４３０５号 平成８年
１２月１７日 �山崎組 山崎 卓也 越智郡宮窪町大字宮窪

５７５４－４
平成１３年
１２月１６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－９）第９５１３号 平成９年
７月１２日 西本電気商会 西本 繹 今治市四村６－１ 平成１３年

１２月２６日
電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－８）第４０５３号 平成８年
７月９日 畠下鉄工所 畠下登美子 松山市山越４－４－３ 平成１３年

１０月３日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－９）第１１７８６号 平成９年
１２月６日 �ホルス 河窪 淨之 松山市北吉田町１０３８ 平成１３年

１０月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－９）第８５５４号 平成９年
１１月２２日 �トータルピタス 山岡サツキ 松山市鴨川３－２－３４ 平成１３年１０月１５日

塗装工事業
防水工事業 建設業の廃止
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�愛媛県告示第３８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

（般－１２）第１０８６４号 平成１２年
６月１７日 山岳工業� 山崎 岳実 松山市空港通２－１６－

７
平成１３年
１０月１５日

土木工事業
とび・土工工事業
さく井工事業

建設業の廃止

（般－９）第２１１４号 平成９年
１２月１日 大誠建設� 大政 良臣 松山市小坂４－１６－２３ 平成１３年１０月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（般・特－１１）
第２９１０号

平成１２年
３月４日 東芝計装� 小野 律太 松山市大橋町３８４ 平成１３年

１０月３１日
電気工事業
機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－８）第８７９号 平成９年
３月３日 �越智鉄工所 越智 正博 松山市高岡町２８５－１ 平成１３年

１１月１日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－１１）第１１８４５号 平成１２年
２月２４日 �拓殖 渡部 忠孝 松山市南吉田町１４３８－

６
平成１３年
１１月１５日 建築工事業 建設業の廃止

（般－９）第１０４９０号 平成９年
４月２０日 奥谷鉄筋工業所 奥谷 英男 松山市津吉町９４６ 平成１３年

１１月１９日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（特－８）第４５１１号 平成９年
２月２５日 �関谷組 西村 克彦 松山市辰巳町４－１３ 平成１３年

１２月３日 土木工事業 建設業の廃止

（特－８）第９６９２号 平成８年
１２月５日 �東和工務 只信 剛 松山市畑寺４－１３－３８ 平成１３年１２月４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第５３４２号 平成１２年
７月１１日 上田組 上田 京子 松山市吉藤５－１０６３ 平成１３年

１２月１１日
建築工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１１３１０号 平成１３年
１０月９日 �樋野土木 樋野 崇 松山市古川西２－１６－

２１
平成１３年
１２月２１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－９）第１１６３４号 平成９年
７月１９日 �豊川建設 豊川 吉充 伊予郡双海町大字串甲

１１５９－３
平成１３年
１０月１日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１１）第２５５９号 平成１２年
１月１４日 藤建設 橋本 藤夫 伊予郡双海町大字上灘

甲７８５－２
平成１３年
１２月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般・特－８）
第１３７５号

平成８年
１１月１６日 上甲建設� 上甲 忠生 大洲市菅田町大竹甲１０

８９－１
平成１３年
１１月１５日

土木工事業
塗装工事業 建設業の廃止

（般－９）第１２６５８号 平成９年
５月２５日 �泉工業 泉 忠幸 喜多郡肱川町大字名荷

谷６４９－８
平成１３年
１１月２１日

土木工事業
屋根工事業 建設業の廃止

（般・特－１３）第９４２号 平成１３年
１１月１０日 �ひじ建 久保田 敦 喜多郡肱川町大字山鳥

坂３４６
平成１３年
１１月３０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１０）第１４１６２号 平成１０年
１２月８日 丸万住宅 菊地 唯司 東宇和郡宇和町大字卯

之町３－２３５
平成１３年
１０月１６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－９）第８３８８号 平成９年
８月１１日 酒井建設 酒井 晴美 東宇和郡明浜町大字渡

江９４３－１
平成１３年
１１月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－８）第１７５９号 平成８年
５月１０日 広見建設� 藤城けい子 北宇和郡広見町大字西

野 ３々２６
平成１３年
１１月２９日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚丹原線
周桑郡丹原町大字北田野５５６番２から

同大字３０８番１５まで

旧 ７．０～１２．３ ０．１７１

新 １２．５～１８．２ ０．１７１

〃 東予港三津屋線
東予市北条１２０６番１から

同市北条１１７６番４地先まで

旧 １０．０～４６．０ ０．０６０

新 ２０．８～３３．２ ０．０６０
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その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚丹原線
周桑郡丹原町大字北田野５５６番２から

同大字３０８番１５まで
平成１４年３月２５日

〃 東予港三津屋線
東予市北条１２０６番１から

同市北条１１７６番４地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久谷森松停車場線
松山市上野町甲１３５８番８から

同町甲１５８２番３まで

旧 ７．０～２０．０ ０．４７９

新 １１．５～２０．０ ０．４７９

〃 長井方堀江線
松山市福角町甲１６７５番４地先から

同町甲１６７５番１地先まで

旧 １０．５～１１．０ ０．０２１

新 １１．５～１４．０ ０．０２１

〃 〃
松山市福角町甲１６７４番２地先から

同町甲１６６８番１地先まで

旧 ６．４～９．８ ０．０３５

新 １１．６～１３．４ ０．０３５

〃 〃
松山市福角町甲１６３４番１地先から

同町甲１６２９番１地先まで

旧 ５．９～１８．３ ０．１１７

新 １１．７～２０．２ ０．１１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久谷森松停車場線
松山市上野町甲１３５８番８から

同町甲１５８２番３まで
平成１４年３月１４日

〃 長井方堀江線
松山市福角町甲１６７５番４地先から

同町甲１６７５番１地先まで
平成１４年２月２２日

〃 〃
松山市福角町甲１６７４番２地先から

同町甲１６６８番１地先まで
〃

〃 〃
松山市福角町甲１６３４番１地先から

同町甲１６２９番１地先まで
〃
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�愛媛県告示第３９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡美川村七鳥２３３３番３から

同村七鳥１９９４番地先まで

旧 ３．０～２７．０ ０．８３７

新 ３．０～２７．０
１３．５～４９．５

０．８３７
０．８１５

〃 〃
上浮穴郡久万町大字下畑野川乙１０８番４から

同大字乙１０２番１地先まで

旧 １３．７～３２．０ ０．１２０

新 １４．７～３８．７ ０．１１４

〃 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川１０３９番２から

同村黒藤川１０５０番地先まで

旧 ３．８～９．０ ０．１０７

新 ６．０～２０．５ ０．１０７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
上浮穴郡美川村七鳥２３３３番３から

同村七鳥１９９４番地先まで
平成１４年２月２８日

〃 〃
上浮穴郡久万町大字下畑野川乙１０８番４から

同大字乙１０２番１地先まで
平成１４年２月２２日

〃 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川１０３９番２から

同村黒藤川１０５０番地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号

伊予郡広田村総津２２３９番５地先から

同村総津２０９５番まで
及 び

伊予郡広田村総津２２３９番５地先から

同村総津２０９３番まで

旧

３．９～６．６

１２．４～６８．０

０．３２３

０．３４３

伊予郡広田村総津２２３９番５地先から

同村総津２０９３番まで
新 １２．４～６８．０ ０．３４３
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平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
八幡浜市大字川之内８番耕地４６４番２から

同大字８番耕地４６９番５まで

旧 ５．０～７．０ ０．０７０

新 ２８．０～３４．０ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
八幡浜市大字川之内８番耕地４６４番２から

同大字８番耕地４６９番５まで
平成１４年２月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号 喜多郡長浜町大字出海丁３７８番４
旧 １２．５～１６．０ ０．０３２

新 １７．８～３５．０ ０．０３２

〃 〃 喜多郡長浜町大字出海丁４５７番１３
旧 １２．８～１４．１ ０．０１９

新 １４．１～１４．２ ０．０１９

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字穂積甲７３２番４から

同大字乙１８６番６まで

旧 ５．０～１７．８ ０．２６０

新 １１．０～２８．０ ０．２６１

〃 〃 喜多郡長浜町大字穂積乙３５７番２
旧 ５．２～８．０ ０．０５７

新 １８．０～２０．６ ０．０５６

〃 〃
喜多郡長浜町大字豊茂丙３５番２地先から

同大字丙２０５番６まで

旧 ３．８～５１．１
１６．９～１０１．５

０．５５０
０．４４０

新 １６．９～５６．０ ０．４４０

〃 〃
喜多郡長浜町大字豊茂甲１１８３番６から

同大字甲１２４０番２まで

旧 ３．６～１１．１
７．２～７１．０

０．１７０
０．０７３

新 ７．２～７１．０ ０．０７３

〃 内子河辺野村線
喜多郡五十崎町大字重松甲８９２番８から

同大字甲８９３番５まで

旧 ４．１～６．２ ０．０８０

新 ９．０～１７．０ ０．０８０
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その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号 喜多郡長浜町大字出海丁３７８番４ 平成１４年２月２２日

〃 〃 喜多郡長浜町大字出海丁４５７番１３ 〃

県 道 長浜保内線
喜多郡長浜町大字穂積甲７３２番４から

同大字乙１８６番６まで
〃

〃 〃 喜多郡長浜町大字穂積乙３５７番２ 〃

〃 内子河辺野村線
喜多郡五十崎町大字重松甲８９２番８から

同大字甲８９３番５まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東１６０９番１から

同町大瀬中央４１８９番２まで

旧 １３．５～４４．０ ０．１８２

新 １３．５～４４．０
４．５～９．０

０．１８２
０．２４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東３９４４番２から

同町大瀬中央４１８９番２まで
平成１４年２月２２日
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�愛媛県告示第４０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西宇和郡三瓶町大字有網代字立石１５８番２地先から

同字２８０番４まで

旧 ６．３～１３．５ ０．２５７

新 ７．０～１９．１ ０．２５７

〃 〃 西宇和郡三瓶町大字有網代字下り松３６８番１０
旧 １３．２～１４．９ ０．０３２

新 １９．６～５３．６ ０．０３２

〃 〃
西宇和郡三瓶町大字下泊字クホウラ１９６０番３から

同大字字トマリウシロ２０１０番４まで

旧 ６．１～１２．５ ０．０４２

新 １２．０～１５．５ ０．０４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西宇和郡三瓶町大字有網代字立石１５８番２地先から

同字２８０番４まで
平成１４年２月２２日

〃 〃 西宇和郡三瓶町大字有網代字下り松３６８番１０ 〃

〃 〃
西宇和郡三瓶町大字下泊字クホウラ１９６０番３から

同大字字トマリウシロ２０１０番４まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三瓶線
西宇和郡三瓶町大字津布理字正ヶ市２８４３番２から

同大字字正勺１５３番３地先まで

旧 ８．７～１８．４ ０．１６６

新 １０．７～２５．８ ０．１６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三瓶線
西宇和郡三瓶町大字津布理字正ヶ市２８４３番２から

同大字字正勺１５３番３地先まで
平成１４年２月２２日
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�愛媛県告示第４０５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予市下吾川字壱丁地６９２番５

２ 申請人の住所氏名

伊予市下吾川９４９番地の１

山田建工株式会社

代表取締役 山田 保美

３ 図面省略

�愛媛県告示第４０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公安委員会告示第４号
次の遊技機の型式は、技術上の規格に適合していると認めるので、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和６０年

国家公安委員会規則第４号）第９条第１項の規定に基づき、公示する。

平成１４年２月２２日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員 延 長 備 考

県 道 宇和明浜線
東宇和郡宇和町大字稲生３８番１から

同町大字伊賀上２７２１番３まで
１１．０～６７．６ １．９７５

メートル キロメートル

公安委員会告示

遊技機

の種類

遊技機

の区分
型 式 の 名 称 製造業者名

申 請 者 検定

番号

検定の有

効期間
氏名（法人にあっては、名
称及び代表者の氏名）

住所（法人にあっては、主
たる事務所の所在地）

ぱちんこ
遊技機 第１種 ＣＲフィーバー競馬王

ＳＰ 株式会社ダイドー 株 式 会 社 ダ イ ド ー
（寳田 久治）

東京都渋谷区東二丁目２３番３
号 ５９４４

愛媛県公安委
員会告示の日
から３年間

〃 ＣＲミラクルマウス 株式会社ソフィア 株 式 会 社 ソ フ ィ ア
（井置 定男）

群馬県桐生市境野町七丁目２０
１番地 ５９４５

〃 ＣＲ Ｅアドベンチャ
ー

マルホン工業株式
会社

マ ル ホ ン 工 業 株 式 会 社
（岸 勇夫）

愛知県春日井市桃山町一丁目
１２７番地 ５９４６

〃 ＣＲアニマルとれいん
Ｖ

株式会社サンセイ
アールアンドディ

株式会社サンセイアールアン
ドディ

（杉島紀志男）
愛知県名古屋市中区丸の内二
丁目１１番１３号 ５９４８

〃 ＣＲ花満Ｚ 株式会社ソフィア 株 式 会 社 ソ フ ィ ア
（井置 定男）

群馬県桐生市境野町七丁目２０
１番地 ５９４９

〃 ＣＲドクターラボ Ｄ
Ｘ

株式会社エース電
研

株 式 会 社 エ ー ス 電 研
（武本 孝俊）

東京都台東区東上野三丁目１２
番９号 ５９５０

〃 ＣＲ北斗の拳Ｓ サミー株式会社 サ ミ ー 株 式 会 社
（里見 治）

東京都豊島区東池袋二丁目２３
番２号 ５９５２

〃 ＣＲゴッド２１ＳＶ 株式会社ニューギ
ン

株 式 会 社 ニ ュ ー ギ ン
（新井 悠司）

愛知県名古屋市中村区烏森町
三丁目５６番地 ５９５３

〃 ＣＲ江戸っ子源さんＬ
７ 株式会社三洋物産 株 式 会 社 三 洋 物 産

（金沢 要求）
愛知県名古屋市千種区今池三
丁目９番２１号 ５９５７

〃 ＣＲ江戸っ子源さんＭ
６ 〃 〃 〃 ５９５８

〃 ＣＲ花火師勘太 マルホン工業株式
会社

マ ル ホ ン 工 業 株 式 会 社
（岸 勇夫）

愛知県春日井市桃山町一丁目
１２７番地 ５９６０

回胴式遊
技機 回胴式 マッカチンＳ

株式会社アリスト
クラートテクノロ
ジーズ

株式会社アリストクラートテ
クノロジーズ

（加茂 �曹）
東京都千代田区東神田二丁目
５番１２号 ５９４３

〃 ワンチャンス 〃 〃 〃 ５９４７
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�公示による通知
愛知県知多市新舞子字大瀬４９番地の１

齋田 ユキミ

（行方不明 ただし、住民票の住所）

愛媛県上浮穴郡面河村大成８７７番地

高岡 保明

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定

に基づき上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、

当収用委員会事務局（愛媛県土木部用地課）において保管し

てあるので、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令

第５条第５項の規定により、平成１４年３月１０日を経過した時

にその書類の送達があったものとみなされます。

平成１４年２月２２日

愛媛県収用委員会

会長 村 田 建 一

平成１４年１月２９日付け１３媛収第２６号審理の開催について

（審理開催の通知）

〃 ハイパーリミックス３ サミー株式会社 サ ミ ー 株 式 会 社
（里見 治）

東京都豊島区東池袋二丁目２３
番２号 ５９５１

〃 ガンガン 株式会社大都技研 株 式 会 社 大 都 技 研
（木原 海俊）

東京都葛飾区小菅二丁目８番
９号 ５９５４

〃 イチゲキテイオウ２ 株式会社ロデオ 株 式 会 社 ロ デ オ
（谷澤 鑛次）

東京都豊島区東池袋二丁目２３
番２号 ５９５５

〃 シャクネツキバオウ２ 〃 〃 〃 ５９５６

〃 ラトルスネーク アイジーティージ
ャパン株式会社

アイジーティージャパン株式
会社
（スコット・ウィンゼラー）

東京都港区愛宕一丁目３番４
号 ５９５９

雑 報
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